
 

                           議 案 第 ３ ７ 号     

 

 

      磐田市小中一貫教育の推進等に係る市費負担教員の任用等に       

関する条例の一部を改正する条例の制定について       

 

    磐田市小中一貫教育の推進等に係る市費負担教員の任用等に関する条例の    

一部を改正する条例を別紙のように制定するものとする。    

 

     令和８年２月１６日提出 

 

                       磐田市長 草 地 博 昭      
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   磐田市小中一貫教育の推進等に係る市費負担教員の任用等に関    

   する条例の一部を改正する条例 

 磐田市小中一貫教育の推進等に係る市費負担教員の任用等に関する条例

（平成２２年磐田市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第１８条中「その者」を「市費負担教員」に改め、「応じて、」の次に

「及び当該市費負担教員の校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮

して、」を加え、同条を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加

える。 

  市費負担教員には、義務教育等教員特別手当を支給する。 

 第１８条に次の１項を加える。 

３ 前項の校務類型とは、次に掲げる校務の種類をいう。 

 ⑴ 学級（小学校、中学校の学級に限り、特別支援学級を除く。）を担任

する業務 

 ⑵ 前号に掲げるもの以外の校務 

 別表第３を次のように改める。 

別表第３（第１８条関係） 

 １ 第１８条第３項第１号の業務を行う者 

教職経験月数 大学院卒 大学卒 短大卒 

＿＿＿＿ 

１２月未満 

円 

５，０００ 

円 

４，８００ 

円 

４，６００ 

１２月以上２４

月未満 

５，１００ ４，９００ ４，７００ 

２４月以上３６

月未満 

５，２００ ５，０００ ４，７００ 

３６月以上４８

月未満 

５，３００ ５，１００ ４，８００ 

４８月以上６０

月未満 

５，４００ ５，２００ ４，９００ 

６０月以上７２ ５，６００ ５，３００ ５，０００ 
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月未満 

７２月以上８４

月未満 

５，６００ ５，４００ ５，１００ 

８４月以上９６

月未満 

５，８００ ５，６００ ５，２００ 

９６月以上１０

８月未満 

６，０００ ５，６００ ５，３００ 

１０８月以上１

２０月未満 

６，２００ ５，８００ ５，４００ 

１２０月以上１

３８月未満 

６，３００ ６，０００ ５，６００ 

１３８月以上１

５６月未満 

６，４００ ６，２００ ５，６００ 

１５６月以上 ６，５００ ６，３００ ５，８００ 

 ２ 第１８条第３項第２号の校務を行う者 

教職経験月数 大学院卒 大学卒 短大卒 

 

１２月未満 

円 

２，０００ 

円 

１，８００ 

円 

１，６００ 

１２月以上２４

月未満 

２，１００ １，９００ １，７００ 

２４月以上３６

月未満 

２，２００ ２，０００ １，７００ 

３６月以上４８

月未満 

２，３００ ２，１００ １，８００ 

４８月以上６０

月未満 

２，４００ ２，２００ １，９００ 

６０月以上７２

月未満 

２，６００ ２，３００ ２，０００ 
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７２月以上８４

月未満 

２，６００ ２，４００ ２，１００ 

８４月以上９６

月未満 

２，８００ ２，６００ ２，２００ 

９６月以上１０

８月未満 

３，０００ ２，６００ ２，３００ 

１０８月以上１

２０月未満 

３，２００ ２，８００ ２，４００ 

１２０月以上１

３８月未満 

３，３００ ３，０００ ２，６００ 

１３８月以上１

５６月未満 

３，４００ ３，２００ ２，６００ 

１５６月以上 ３，５００ ３，３００ ２，８００ 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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磐田市小中一貫教育の推進等に係る市費負担教員の任用等に関する条例新旧対照表 

現行 改正案 

（義務教育等教員特別手当） （義務教育等教員特別手当） 

第18条 （追加） 第18条 市費負担教員には、義務教育等教員特別手当を支給する。 

  義務教育等教員特別手当の月額は、その者＿＿＿の教職経験月数及び学

歴の別に応じて、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿別表第３で定める教職経験月数の区分により支給

する。 

２ 義務教育等教員特別手当の月額は、市費負担教員の教職経験月数及び学

歴の別に応じて、及び当該市費負担教員の校務類型に係る業務の困難性そ

の他の事情を考慮して、別表第３で定める教職経験月数の区分により支給

する。 

（追加） ３ 前項の校務類型とは、次に掲げる校務の種類をいう。 

 (１) 学級（小学校、中学校の学級に限り、特別支援学級を除く。）を担

任する業務 

 (２) 前号に掲げるもの以外の校務 

 

別表第３（第18条関係） 別表第３（第18条関係） 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿        １ 第18条第３項第１号の業務を行う者 

教職経験月数 大学院卒 大学卒 短大卒 

12月未満 

＿＿＿＿ 

4,100円 

＿＿＿ 

3,900円 

＿＿＿ 

3,400円 

＿＿＿ 

12月以上24月未満 4,300円 3,900円 3,400円 

24月以上36月未満 4,500円 4,100円 3,600円 

36月以上48月未満 4,600円 4,300円 3,800円 

48月以上60月未満 4,800円 4,500円 3,900円 

60月以上72月未満 4,900円 4,600円 4,100円 

72月以上84月未満 5,100円 4,800円 4,300円 

84月以上96月未満 5,300円 4,900円 4,500円 

96月以上108月未満 5,300円 5,100円 4,600円 

108月以上120月未満 5,300円 5,300円 4,800円 

120月以上138月未満 5,300円 5,300円 4,900円 

138月以上156月未満 5,300円 5,300円 5,100円 

156月以上 5,300円 5,300円 5,300円 

  

教職経験月数 大学院卒 大学卒 短大卒 

＿＿＿＿ 

12月未満 

4,100円 

5,000 

3,900円 

4,800 

3,400円 

4,600 

12月以上24月未満 5,100 4,900 4,700 

24月以上36月未満 5,200 5,000 4,700 

36月以上48月未満 5,300 5,100 4,800 

48月以上60月未満 5,400 5,200 4,900 

60月以上72月未満 5,600 5,300 5,000 

72月以上84月未満 5,600 5,400 5,100 

84月以上96月未満 5,800 5,600 5,200 

96月以上108月未満 6,000 5,600 5,300 

108月以上120月未満 6,200 5,800 5,400 

120月以上138月未満 6,300 6,000 5,600 

138月以上156月未満 6,400 6,200 5,600 

156月以上 6,500 6,300 5,800 
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現行 改正案 

 

（追加）  ２ 第18条第３項第２号の校務を行う者 

教職経験月数 大学院卒 大学卒 短大卒 

 

12月未満 

円 

2,000 

円 

1,800 

円 

1,600 

12月以上24月未満 2,100 1,900 1,700 

24月以上36月未満 2,200 2,000 1,700 

36月以上48月未満 2,300 2,100 1,800 

48月以上60月未満 2,400 2,200 1,900 

60月以上72月未満 2,600 2,300 2,000 

72月以上84月未満 2,600 2,400 2,100 

84月以上96月未満 2,800 2,600 2,200 

96月以上108月未満 3,000 2,600 2,300 

108月以上120月未満 3,200 2,800 2,400 

120月以上138月未満 3,300 3,000 2,600 

138月以上156月未満 3,400 3,200 2,600 

156月以上 3,500 3,300 2,800 
 

 


